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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成29年11月24日(2017.11.24)

【公表番号】特表2016-536252(P2016-536252A)
【公表日】平成28年11月24日(2016.11.24)
【年通号数】公開・登録公報2016-065
【出願番号】特願2016-530157(P2016-530157)
【国際特許分類】
   Ｃ０３Ｂ  19/06     (2006.01)
   Ｃ０３Ｃ   3/06     (2006.01)
   Ｃ０３Ｃ   3/062    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０３Ｂ   19/06     　　　Ａ
   Ｃ０３Ｂ   19/06     　　　Ｃ
   Ｃ０３Ｃ    3/06     　　　　
   Ｃ０３Ｃ    3/062    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成29年10月13日(2017.10.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハロゲンでドープされたＴｉＯ2－ＳｉＯ2スート粒子（１’）を製造し、かつ固化およ
びガラス化により後加工してブランクとする合成プロセスを含む、ＥＵＶリソグラフィー
で使用するための、所定のフッ素含量を有する、チタンでドープされた、高ケイ酸含量の
ガラスからなるブランクを製造するための方法において、前記合成プロセスが、ケイ素含
有出発物質およびチタン含有出発物質の火炎加水分解により、ＴｉＯ2－ＳｉＯ2スート粒
子（１）を形成させる方法工程、および前記ＴｉＯ2－ＳｉＯ2スート粒子（１）を運動粉
末層（１０）中でフッ素含有試薬に晒しかつ反応させてフッ素でドープされたＴｉＯ2－
ＳｉＯ2スート粒子（１’）とする、後続の方法工程を含むことを特徴とする、前記方法
。
【請求項２】
　前記ケイ素含有出発物質としてオクタメチルシクロテトラシロキサン（ＯＭＣＴＳ）を
使用しかつ前記チタン含有出発物質としてチタンイソプロポキシド［Ｔｉ（ＯＰｒi）4］
を使用することを特徴とする、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記ＴｉＯ2－ＳｉＯ2スート粒子（１）は、２０ｎｍ～５００ｎｍの範囲内の平均粒径
および５０ｍ2／ｇ～３００ｍ2／ｇの範囲内のＢＥＴによる比表面積を有することを特徴
とする、請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記のフッ素でドープされたＴｉＯ2－ＳｉＯ2スート粒子（１’）のＴｉＯ2含量は、
６質量％～１２質量％の範囲内で調節されることを特徴とする、請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記のフッ素でドープされたＴｉＯ2－ＳｉＯ2スート粒子（１’）のフッ素含量は、１
０００質量ｐｐｍ～１００００質量ｐｐｍの範囲内で調節されることを特徴とする、請求
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項１記載の方法。
【請求項６】
　フッ素含有試薬として、ＳｉＦ4、ＣＨＦ3、ＣＦ4、Ｃ2Ｆ6、Ｃ3Ｆ8、Ｆ2またはＳＦ6

が使用されることを特徴とする、請求項１記載の方法。
【請求項７】
　前記運動粉末層（１０）は、ＴｉＯ2－ＳｉＯ2スート粒子（１）のルーズな床として形
成されており、このルーズな床は、フッ素含有試薬によって貫流され、かつ運動されるこ
とを特徴とする、請求項１記載の方法。
【請求項８】
　前記フッ素含有試薬は、少なくとも５分間、ＴｉＯ2－ＳｉＯ2スート粒子（１）に作用
することを特徴とする、請求項１記載の方法。
【請求項９】
　粉末層（１０）は、室温～１１００℃の範囲内の温度に加熱されることを特徴とする、
請求項１記載の方法。
【請求項１０】
　粉末層（１０）の運動が機械的作用を含むことを特徴とする、請求項１記載の方法。
【請求項１１】
　フッ素でドープされたＴｉＯ2－ＳｉＯ2スート粒子（１’）の固化は、造粒および／ま
たは圧縮によって行われることを特徴とする、請求項１記載の方法。
【請求項１２】
　ガラス化の前に、フッ素でドープされたＴｉＯ2－ＳｉＯ2スート粒子（１’）は、窒素
酸化物、酸素またはオゾンでの酸化処理を含む状態調節処理に供されることを特徴とする
、請求項１記載の方法。
【請求項１３】
　ガラス化の際に、６質量％～１２質量％の範囲内の平均ＴｉＯ2濃度および最大０．０
６質量％の平均値からの偏倚、１０００質量ｐｐｍ～１００００質量ｐｐｍの範囲内の平
均フッ素濃度および最大１０％の平均値からの偏倚、０．４～１．２ｐｐｂ／Ｋ2の微分
商ｄＣＴＥ／ｄＴとして表された、２０℃～４０℃の温度範囲内の熱膨張係数ＣＴＥの上
昇および５ｐｐｂ／Ｋ未満の平均値からの偏倚によって特徴付けられた、ＣＴＥの局所的
分布を有するブランクが得られることを特徴とする、請求項１記載の方法。
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